
 

 

 

 

 
 

１ 「第 8 回総会」を開催します 

   地権者のみなさまには重ねてのご案内となりますが、役員の改選に伴う総会を以下

のとおり開催します。 

 

 

 

   ご都合により欠席される方につきましては、お手数ですが総会招集通知に同封され

ている委任状をご提出くださいますよう、ご協力をお願いします。 

（委任状は総会招集通知に同封の返信用封筒にて郵送いただくか、直接、組合事務所ま

でお持ちください。【令和 8 年 1 月 15 日（木）必着】） 

 

２ 組合事務所の移転について 

   組合ニュース第 29 号にてお知らせしたとおり、3 号調整池の整備に伴い、下図の場

所へ組合事務所を移転します。現地には既に新しい事務所が建っており、令和 8 年 1

月 13 日（火）より、新しい事務所にて業務を開始する予定です。なお、周辺道路工事

等により、当面の間の組合事務所への主なアクセスルートは下図のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 誠に勝手ながら、令和 8 年 1 月 8 日（木）～令和 8 年 1 月 9 日（金）は事務所引

越に伴い休業とさせていただきます。ご不便をおかけして申し訳ございませんが、

ご理解のほどよろしくお願いします。 

組合スローガン：一致団結、総力を挙げて事業の早期完成を目指そう 

 
名古屋市中志段味特定土地区画整理組合 

組合ニュース  第 31 号 

令和 7 年 12 月 

・日 時 ：令和 8 年 1月 25 日（日） 午後 2 時～（受付は午後 1時から開始） 

・場 所 ：サイエンス交流プラザ（守山区桜坂五丁目 301 番地） 

 

移転に伴い、住所が

変更となります。 

名古屋市守山区 

大字中志段味 

字洞畑 2187 番地 

 

電話番号は変更あり

ません（裏面参照） 

 

 事務所へのアクセスは組合

HP にも掲載しています。 

工事の状況によりルートが変

更となることもありますので、

随時ご確認ください。 

ほらはた 



 

3 理事会等の開催状況（令和 7 年 9 月～令和 7 年 12 月） 
 
（１） 理事会・役員会 

回数 月 日 主な審議事項 

第 11 回 9 月 3 日 
・組合ニュース第 30 号  ・公共性の高い他事業への情報提供  ・要望対応 

・令和 7 年度調査設計等業務委託の設計説明 ・第 69 回総代会 

第 12 回 9 月 10 日 ・亜炭廃坑対策範囲  ・第 69 回総代会 

第 13 回 9 月 17 日 

・令和 7 年度志段味田代町線引継ぎに伴う補修工事（その 2）、（その 3）の設計説明 

・第 69 回総代会  ・要望対応  ・仮換地暫定使用承認  ・審査請求対応 

・境界標設置の費用負担 

第 14 回 10 月 1 日 ・第 69 回総代会  ・要望対応  ・仮換地分割  ・保留地の契約変更 

第 15 回 10 月 9 日 

・令和 7 年度志段味田代町線引継ぎに伴う補修工事（その 3-2）の設計説明 
・令和 6 年度愛知県立守山高校機能補償工事（その 3）【変更】 
・令和 7 年度都計志段味田代町線照明工事【変更】 
・組合事務所建築設計及び建築工事（その 2）【変更】 

第 16 回 10 月 22 日
・第 69 回総代会での要望対応  ・従前地分筆  ・仮換地分割 
・仮換地暫定使用承認  ・要望対応 
・志段味田代町線引継ぎに伴う補修工事に係る設計・監督・検査業務委託【変更】 

第 17 回 11 月 5 日 ・組合だより第 91 号  ・従前地使用承認  ・要望対応 

第 18 回 11 月 19 日
・令和 7 年度国庫補助金繰越申請  ・令和 6 年度区画道路築造等工事【変更】 
・令和 6 年度都計志段味田代町線道路築造工事（その 13-2）【変更】 
・組合管理地一時使用取扱要綱の一部改訂  ・仮換地暫定使用承認 

第 19 回 12 月 3 日 

・令和 7 年度上半期収支決算等 

・令和 7 年度調査設計等業務委託（その 2）の設計説明 

・組合事務所建築設計及び建築工事（その 2）に伴う設計・監督・検査業務委託【変更】 

・役員改選等のスケジュール  ・仮換地暫定使用承認  ・従前地分筆 

・審査請求対応  ・保留地処分 

第 20 回 12 月 10 日 ・令和 7 年度第 24 期水路築造工事の設計説明 

第 2 回 
役員会 

12 月 17 日 ・令和 7 年度上半期収支決算等の監査報告 

第 21 回 12 月 17 日
・組合ニュース第 31 号  ・組合事務所建築設計及び建築工事（その 2）【変更】 

・令和 6 年度愛知県立守山高校機能補償工事（その 3）【変更】 

 
（２） 各係会 

庶務・会計係会 7 回、設計工事係会 11 回、補償移転係会 6 回、換地係会 5 回開催。 
 
（３） 特別委員会等 

指名選定委員会を 3 回、監査会を 1 回開催。 
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※ご意見、ご質問などありましたらお寄せください。 
組合HP は、「中志段味」で検索 
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